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「ねんきん定期便」の同封物の一部同封漏れについて 

 

１．概要 

社会保険庁では、本年４月から、現役加入者の皆様に「ねんきん定期便」を順次

お送りしているところであるが、このうち、特に標準報酬月額を確認していただき

たい方については、「注意を要する記録」を記載した注意喚起文書を同封している。 

今般、７月３日に送付した「ねんきん定期便」のうち、注意喚起文書を同封すべ

き方の一部について、同封されていないケースがあることが判明した。 

※ 注意喚起文書は次のような「注意を要する記録」がある方に同封している。 

・ 標準報酬月額の引き下げ処理と同日もしくは翌日に資格喪失処理が行われている 

・ 標準報酬月額が遡及して５等級以上引き下げられている  

・ ６ヶ月以上遡及して記録（標準報酬月額）が訂正されている 

 

２．原因 

「ねんきん定期便」の印刷用データを編集する作業の受託業者における処理誤り。 

 

３．影響 

  ６，７６２名 

 

４．対応 

対象の方に対して、注意喚起文書を送付し、あらためて標準報酬月額の確認をお

願いする。なお、当該送付に係る経費は、受託業者が負担する。 


